
 ⑵ 基準額の計算方法（概算）※状況により多少の誤差が生じる場合があります。 

   基準額＝工事費（諸経費含）+廃棄物運搬費（諸経費含）+廃棄物処分費+その他 

   ○工事費＝上屋解体費+基礎解体費 

     ・上屋解体費 

       木 造   ９，１４３円（税抜）/㎡×延べ床面積 

       非木造  １２，４２３円（税抜）/㎡×延べ床面積 

     ・基礎解体費 

木 造   ４，００２円（税抜）/㎡×床面積（１階部分） 

       非木造   ４，９９１円（税抜）/㎡×床面積（１階部分） 

   ○廃棄物運搬費＝発生場所～処理施設の距離及び廃棄物の運搬に使用する主な車両の 

積載量に応じて下表に基づき算出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※基礎部分の運搬費は、１階の床面積が算出の基礎となります。 

      ※廃棄物の搬出先が複数となる場合は、排出先までの距離を、廃棄物の種類ごとの 

重量の加重平均で算出し、上表を適用して運搬費を算出します。 

   ○廃棄物処分費 

廃棄物の種類及び量に応じて市が定める単価により算出します。 

   ○その他 

      アスベスト調査が必要な場合は、当該調査（分析業務）に要する経費として市が認め

る額を別途上乗せします。 
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